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お
知
ら
せ

※
声
の
広
報
（
録
音
テ
ー
プ
）
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

★
秘
書
広
報
課
☎
㉕
１
１
５
５

※本庄市は埼玉県都市競艇組合に加入しており、組合
からの配分金をさまざまな事業に活用しています。

老人福祉センターつきみ荘の休館日 ☎㉒３６９６

１日㈪・８日㈪・15日㈪・23日㈫・29日㈪・４月５日㈪

余熱利用施設湯かっこの休館日 ☎㉒８１２６

１日㈪・８日㈪・15日㈪・23日㈫・29日㈪・４月５日㈪

戸田競艇（埼玉県都市競艇組合主催）開催日程

11日㈭～ 16日㈫・４月３日㈯～６日㈫

本
庄
市
就
学
援
助
制
度
の
ご
案

内 あ
た
た
か
い
愛
の
心
で
「
献
血
」

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

－市税夜間収納窓口のお知らせ－

日時　３月29日㈪　　　午後５時15分～７時
場所　・市役所１階　　収納課☎㉕１１２０　
　　　・総合支所１階　市民課税務係
　　　　　　　　　　　☎72１３３１（内線３２２）
※市役所へお越しの際は庁舎東側の夜間休日受付通用口
を、総合支所へお越しの際は正面玄関をご利用ください。
※３月27日㈯・28日㈰に、休日収納窓口を開設します。
詳しくは、３ページをご覧ください。

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
広
告
を

掲
載
し
ま
せ
ん
か

市
営
住
宅
の
入
居
申
し
込
み
に

つ
い
て

①
ア
ピ
タ
本
庄
店
会
場

日 

時　

３
月
22
日
㉁　

午
前
10
時
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時

②
児
玉
総
合
支
所
会
場

日 

時　

３
月
24
日
㈬　

午
後
２
時
〜

４
時

種
類　

全
血（
４
０
０
ml・２
０
０
ml
）

★
健
康
推
進
課
☎
㉔
２
０
０
３

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
小
中
学

校
へ
の
就
学
が
困
難
な
児
童
、
生

徒
の
保
護
者
を
対
象
に
、
就
学
費

用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

対 

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

教
育
委
員
会
が
援
助
を
必
要
と

認
め
る
人

① 

生
活
保
護
が
停
止
又
は
廃
止
と

な
っ
た

②
市
民
税
が
非
課
税
と
な
っ
た

③ 

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
④ 

生
活
保
護
に
準
ず
る
程
度
に
経

済
的
に
困
難
で
あ
る

援 

助
を
受
け
ら
れ
る
費
用　

学
用

品
費
、
校
外
活
動
費
、
修
学
旅

行
費
及
び
給
食
費
の
一
部

申
請
に
必
要
な
も
の

① 

申
請
書
（
学
校
教
育
課
及
び
各

小
中
学
校
で
配
布
）

② 

同
居
家
族
全
員
の
所
得
課
税
証

明
書
（
控
除
額
の
記
載
が
あ
る

も
の
）

③ 

児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し

（
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
み
）

提 

出
先　

学
校
教
育
課
（
市
役
所

４
階
）
又
は
各
小
中
学
校

★
学
校
教
育
課
☎
㉕
１
１
４
９

　

市
で
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
申

し
込
み
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
次
の
①
か
ら
⑥
ま
で
の
入
居

資
格
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人

は
、
待
機
者
と
し
て
登
録
さ
れ
、

入
居
可
能
な
住
宅
が
生
じ
た
場
合
、

登
録
順
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
登
録
の
有
効
期
限
は
、

登
録
し
た
年
か
ら
３
年
以
内
の
３

月
31
日
ま
で
で
す
。）

① 

市
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
が

あ
る
こ
と

② 

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
こ
と

※
単
身
で
も
、
一
定
の
条
件
（
昭

和
31
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
で
自
立
で
き
る
人
な
ど
）
を

満
た
し
て
い
る
人
は
入
居
が
可
能

で
す
。

③ 

現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
こ
と

④ 

世
帯
の
総
収
入
が
一
定
の
基
準

以
内
で
あ
る
こ
と

⑤
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

⑥ 

申
込
者
及
び
同
居
世
帯
の
全
員

が
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と

受
付
場
所

　

 

建
築
開
発
課
（
市
役
所
２
階
）、

総
合
支
所
都
市
整
備
課
（
総
合

支
所
２
階
）

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
建
築
開
発
課
☎
㉕
１
１
４
１

　

市
の
管
理
す
る
資
産
を
有
効
活

用
す
る
こ
と
で
財
源
の
確
保
と
地

域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

「
本
庄
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
へ
の

バ
ナ
ー
広
告
掲
載
希
望
者
を
募
集

し
ま
す
。

　

月
平
均
ア
ク
セ
ス
数
２
５
、
０

０
０
件
の
本
庄
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
Ｐ
Ｒ
の
場
と
し
て
活
用
し
ま
せ

ん
か
。

広 

告
媒
体　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.city.honjo.

　

lg.jp/

）
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

※
現
在
は
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
画
面

に
バ
ナ
ー
広
告
が
固
定
表
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
４
月
か
ら
は
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
最
下
段
に
表
示
さ
れ
る

仕
様
と
な
り
ま
す
。

掲 

載
期
間　

４
月
以
降
月
単
位

（
最
長
で
12
か
月
）

広
告
料　

月
額
２
０
、
０
０
０
円

募
集
枠
数　

１
月
あ
た
り
８
枠

募 

集
期
間　

３
月
１
日
㈪
〜
19
日

㈮
（
締
め
切
り
後
も
空
き
が
あ

れ
ば
受
け
付
け
ま
す
。）

申 

込　

次
の
書
類
を
直
接
又
は
郵

送
で
企
画
課
へ

・ 

有
料
広
告
掲
載
申
込
書
（
企
画

課
で
配
布
す
る
も
の
又
は
市
ホ
ー

　

 

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
た
も
の
）

・
広
告
の
原
稿
（
電
子
デ
ー
タ
）

・ 

納
税
証
明
書
（
申
込
者
が
市
外

の
場
合
）

郵 

送
先　

〒
３
６
７―

８
５
０
１

　

 

本
庄
市
本
庄
３―

５―

３　

本

庄
市
役
所
企
画
課

・ 

内
容
に
よ
っ
て
は
、
掲
載
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・ 

応
募
多
数
の
場
合
、
抽
選
等
に

よ
り
掲
載
を
決
定
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、「
本
庄
市
有
料
広

告
事
業
取
扱
要
綱
」
及
び
「
本
庄

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
広
告
掲
載
基
準
」

（
企
画
課
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
閲
覧
可
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７
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子
ど
も
医
療
費
支
給
制
度
の
登

録
は
お
済
み
で
す
か

市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

の
指
定
に
つ
い
て

公
園
の
指
定
管
理
者
を
お
知
ら

せ
し
ま
す

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

　

市
で
は
、
市
内
に
住
所
を
有
す

る
０
歳
か
ら
小
学
校
卒
業
ま
で
の

お
子
さ
ん
を
対
象
に
、
医
療
保
険

適
用
の
医
療
費
等
を
助
成
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

保
護
者
の
申
請
に
よ
る
登
録
が
必

要
で
す
。
登
録
を
す
る
と
、
子
ど

も
医
療
費
受
給
資
格
証
が
発
行
さ

れ
ま
す
。
申
請
日
か
ら
助
成
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、
登
録
が
済
ん

で
い
な
い
人
は
お
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①
対
象
児
童
の
健
康
保
険
証

② 

保
護
者
名
義
の
通
帳（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
も
登
録
可
）

③ 

印
鑑
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も

の
）

※
「
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受

給
者
証
」
を
持
っ
て
い
る
お
子
さ

ん
は
登
録
不
要
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★ 

保
険
課
☎
㉕
１
１
１
６
、
総
合

支
所
健
康
福
祉
課
☎
72
１
３
３

１
（
内
線
３
１
５
）

　

４
月
１
日
か
ら
平
成
25
年
３
月

31
日
ま
で
、
次
の
指
定
管
理
者
が

公
園
の
管
理
運
営
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
公
園
の
占
用
許
可
等
の

申
請
は
、
従
来
ど
お
り
都
市
計
画

課
（
市
役
所
２
階
）
で
行
い
ま
す
。

① 

本
庄
市
北
地
域
（
Ｊ
Ｒ
高
崎
線

以
北
の
地
域
42
か
所
）
…
本
庄

市
環
境
緑
の
会

② 

本
庄
市
中
央
地
域
（
Ｊ
Ｒ
高
崎

線
以
南
、
Ｊ
Ｒ
上
越
新
幹
線
以

北
の
地
域
47
か
所
）
…
ア
メ
ニ

テ
ィ
グ
リ
ー
ン
本
庄
の
会

③ 

本
庄
市
南
地
域
（
Ｊ
Ｒ
上
越
新

幹
線
以
南
の
地
域
27
か
所
）
…

ア
メ
ニ
テ
ィ
グ
リ
ー
ン
本
庄
の

会
★
都
市
計
画
課
☎
㉕
１
１
３
７

事
業
者
の
指
定

　
 

泉
空
調
㈱
（
蓮
田
市
大
字
井
沼

６
７
５―

19　

☎
０
４
８―

７

６
７―

１
９
０
０
）

★
水
道
課
☎
㉒
２
１
５
１

①
②

③

ＪＲ高崎線

ＪＲ上越新幹線

しんげの
一言メッセージ市長コラム

本庄市のマスコットキャラクターを作ろう
　みなさんは「ゆるキャラ」をご存じですか。全国各地
で町おこしや村おこし、名物の紹介などに登場する、
その地域独自のマスコットキャラクターです。埼玉県
で広く知られているのは「コバトン」でしょう。「ゆるい
マスコットキャラクター」の略で「ゆるキャラ」です。こ
の名前はイラストレーターのみうらじゅん氏がつけた
造語で、「ゆるい」とは「肩の力が抜けて気持ちがいやさ
れる」という意味で使われています。なお、みうら氏に
よれば、「ゆるキャラ」には３つの条件があるそうです。
１．郷土愛に満ち溢

あふ

れた強いメッセージ性があること
２．立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること
３．愛すべき、ゆるさ、を持ち合わせていること 
　今、埼玉県内では各市町村がＢ級ご当地グルメに加
えて「ゆるキャラ」作りにも力を入れ始めています。Ｂ
級ご当地グルメでは、本庄市の「つみっこ」が昨年秋
に秩父市で行われた埼玉Ｂ級ご当地グルメ王決定戦で、

見事２００円の部で優勝の栄に輝きました。今度は本
庄市の「ゆるキャラ」をみんなで作って、まちおこしに
新しい風を巻き起こそうではありませんか。何といっ
ても本庄は資源が豊富ですから、ユニークでみんなに
愛されるキャラクターができると確信しております。
　すでに商工会議所からマスコットキャラクターを作
ろうという声も上がっていますし、昨年暮れに行われ
た市内７つの高校生によるセブンハイスクールサミッ
トでも、学生のみなさんから「ぜひ作りたい」との意
見をいただきました。
　そこで、市長として商工会議所、商工会、ＪＡなど
市内の団体にお願いし、商工会議所に事務局を置いて、
多くの市民が参加できる本庄市マスコットキャラク
タープロジェクトを４月からスタートさせることにな
りました。目標は11月に行われる埼玉県の「ゆるキャ
ラ・サミット」までの完成です。みなさまのご協力を
よろしくお願いいたします。

◇ 新生活応援キャンペーン実施中！ 2010年1月20日～3月31日まで◇

定休日なし
営業時間  9:00～18:00
本庄市けや木1-13-23

新しい部屋
新しい生活が
エイブルから始まる。

本庄市長


